
測量歩掛更新時の前年度見積書の移行方法について

１、概要
測量業務の歩掛については、材料費率・機械経費率・通信運搬費率が毎年３月に

更新（バージョンアップ）されます。

その為、歩掛更新（バージョンアップ）を行うと、前年度の歩掛で作成した見積書
は新年度の歩掛での見積書に更新されます。

前年度の歩掛で作成した見積書を前年度の歩掛のまま使用するには、歩掛更新
（バージョンアップ）を行う前に更新の処理が必要になりますので、その方法につ

いて説明させて頂きます。

※本説明書は歩掛更新前年度（前年度）を令和５年度、歩掛更新後年度（本年度）を
令和６年度、として説明してありますので、ご使用の年度に読み替えて下さい。

※１ 新規に令和５年度の歩掛で測量業務の見積を行う場合、次の手順で行います。

①「１．新規見積書の作成・編集」を選択
②「１．見積書提出先の登録・選択」を選択。見積提出先を選択。
③「２．業務件名の登録・選択」
④業務の中から「２．測量業務（Ｒ５）」を選択。

※２ 新規に令和６年度の歩掛で測量業務の見積を行う場合、次の手順で行います。

①「１．新規見積書の作成・編集」を選択
②「１．見積書提出先の登録・選択」を選択。見積提出先を選択。
③「２．業務件名の登録・選択」
④業務の中から「１．測量業務（Ｒ６）」を選択。

※３ 単価の変更は、次の手順で行います。

①「２．業務件名の登録・選択」を選択。
②単価セットの中から「１．標準単価 令和６年度」あるいは

「２．標準単価 令和５年度」を選択します。
※標準単価はいつでも変更可能ですが、業務（歩掛）の変更は１度選択したら、
変更出来ないのでご注意下さい。



２、令和５年度の測量歩掛で作成した見積書を歩掛の更新（バージョンアップ）後も
令和５年度の測量歩掛で見積書を作成するために歩掛更新（バージョンアップ）前に
行う処理方法。

（１）「２．既存見積書の呼出・編集」で画面１の「１．測量業務（Ｒ５）－編集あり」
のように日時の後に「＊」マークが付いていない事を確認して下さい。

「＊」マークが付いている場合は、既に工種や歩掛がお客様により変更されている為、
歩掛更新（バージョンアップ）しても、歩掛は令和６年度のものに変更されません。

「＊」が付いていないもので、これまでの歩掛で歩掛更新（バージョンアップ）後も
見積を行いたい、見積書を選択して下さい。

＜ 画面１＞



（２）「３．業務工種の登録・選択」で画面２のように、令和５年度の歩掛を使用し
ている事がわかるように「F5:工種編集」で先頭業務名を「測量業務（令和５年度歩掛）」
のように変更します（任意）。

＜ 画面２＞



（３）「F8:工種複写」で画面３のように適当な工種を複写します。
複写した後「F7:工種削除」により複写したものを削除してもかまいません。

＜画面３＞



（４）編集作業を終了して、「２．既存見積書の呼出・編集」で確認すると画面１の
「１．測量業務（Ｒ５）－編集あり」のように「＊」が付加されます。

また、その見積書を読み込むと画面４のように業務の後ろに＜編集有り＞と表示され
ます。
＜編集有り＞と表示された見積書は歩掛更新（バージョンアップ）しても歩掛が更新
されません。

＜画面４＞

以上です。


